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取組事項

１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年１回以上、該当する従業
員全てに健康診断を受診させる。(100％)
２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対し、保健指導又は特定保健指導
を受けさせるように努める。(目標100％)
３．健診の結果、有所見者となった従業員の必要な措置について、医師の意見を聴いた上で、
就業上の必要な措置を行う。
４．健康増進に関する数値目標を設定する
５．従業員に対して健康意識を向上させる取組みを行う
６．食生活の改善に取り組む
７．運動機会の増進に取り組む
８．禁煙や受動喫煙防止に取り組む
９．時間外勤務の縮減や有給休暇取得を促進する
10．メンタルヘルス対策に取り組む
11．治療と仕事の両立支援に取り組む
12．その他
・女性の健康維持増進に向けて婦人科検診・骨密度検査の費用補助
・産業医・産業看護職による保健指導の機会提供（有所見者への保健指導、希望者への健康相
談、入社社員との面談）

「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

令 和

代表者メッセージ

プロトソリューションは、お客さまや地域・社会、仲間へ感動を届ける「KANDOU COMPANY（感
動カンパニー）」を企業目標として掲げ、生産人口の減少問題を「人・データ・テクノロ
ジー」で解決する企業を目指しています。
感動カンパニーを実現するためには、元気や誠実、前向きに挑戦する心といった社員一人ひと
りの「人間力」が重要であり、その人間力を高めるためには、心身ともに健康であることが大
切な土台となります。
当社は、社員の健康維持・増進を重要課題として位置付け、健康づくりに向けた取り組みを継
続的に推進することを宣言します。

株式会社プロトソリューション　代表取締役社長　上間　瑠美子

 

うちなー健康経営宣言 


